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定期監査報告書        
 

１ 監査の実施期間等 

監査日程  監査対象課等 摘 要 

令和７年 ７月２５日（金） 午前 議会事務局 書類監査 

 
２ 監査の基準 

  この監査は，大崎地域広域行政事務組合監査基準（令和２年大崎地域広域行政事務

組合監査委員訓令甲第１号）に基づき実施した。 
 
３ 監査の種類 

  地方自治法第199条第１項に基づく財務監査を同条第４項に基づく定期監査として実

施した。なお，同条第２項に基づく行政監査も併せて実施した。 
 
４ 監査の着眼点 

  財務に関する事務及び一般事務（事務処理の手続，行政運営等）の執行が，関係法

令等にのっとり，適正かつ効率的に行われているかを主眼とし，下記項目について検

証した。 

 （１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

 （２）収入の確保は適正に行われているか。 

 （３）違法，不当又は不経済な支出はないか。 

 （４）収入，支出に係る事務は適正に行われているか。 

 （５）契約事務は適正に行われているか。 

 （６）財産，物品の取得，管理及び処分は適正に行われているか。 

 （７）会計処理は能率的，効率的に行われ，改善すべき点はないか。 

 （８）事務の執行は法令等に従って適正に行われているか。 

 （９）過去の定期監査等における監査結果報告に対して必要な措置はとられたか。 
 
５ 監査の主な実施内容 

  関係書類等の提出を求めるとともに，関係職員からの説明聴取等の方法により監査

を実施した。職員の服務に関する書類のほか主な関係書類等の内容は次のとおりであ

る。 
 

議会関係，議会会議結果会議録関係，議員全員協議会関係，議会運営委員会関係，

議員関係，議決証明関係，議員研修視察関係，大崎地域市町議会議員交流会議関係，

業務委託契約関係及び諸帳簿の整備状況等について 
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６ 監査の結果 

  諸帳簿の整備状況等についてはおおむね良好であり，財務に関する事務及び一般事

務の執行状況についても，適正に事務処理されていると認められた。 

  なお，大崎地域広域行政事務組合監査結果取扱要領に定める結果の判断基準により，

指摘事項又は指導事項として改善を要する事項は特にないので，今後とも法令等を遵

守し，より一層，厳正かつ適切な事務の執行に努められたい。 
 
 【個別事項】 

 （１）予算執行関係 

    適正に事務処理されていた。 

 （２）服務関係 

    適正に事務処理されていた。 

 （３）文書管理関係 

    適正に事務処理されていた。 

 （４）契約関係 

    適正に事務処理されていた。 

 （５）備品・財産管理関係 

    適正に事務処理されていた。 
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定期監査報告書 
（ 事 務 局 ） 

 

１ 監査の実施期間等 

監査日程 監査対象課等 摘 要 

令和７年 ６月 ３日（火） 

６月 ５日（木） 

６月 ９日（月） 

６月１２日（木） 

４日 施設管理課 書類監査 

６月１７日（火） １日 業務課 書類監査 

６月２０日（金） １日 ほなみ園 書類監査 

６月２５日（水） 午前 会計課 書類監査 

６月２５日（水） 午後 施設整備課 書類監査 

７月１０日（木） １日 総務課 書類監査 

 
２ 監査の基準 

  この監査は，大崎地域広域行政事務組合監査基準（令和２年大崎地域広域行政事務

組合監査委員訓令甲第１号）に基づき実施した。 
 
３ 監査の種類 

  地方自治法第199条第１項に基づく財務監査を同条第４項に基づく定期監査として実

施した。なお，同条第２項に基づく行政監査及び同条第７項に基づく財政援助団体等

に対する監査も併せて実施した。 
 
４ 監査の着眼点 

  財務に関する事務及び一般事務（事務処理の手続，行政運営等）の執行が，関係法

令等にのっとり，適正かつ効率的に行われているかを主眼とし，下記項目について検

証した。 

 （１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

 （２）収入の確保は適正に行われているか。 

 （３）違法，不当又は不経済な支出はないか。 

 （４）収入，支出に係る事務は適正に行われているか。 

 （５）契約事務は適正に行われているか。 

 （６）財産，物品（危険物及び薬品）の取得，管理及び処分は適正に行われているか。 

 （７）会計処理は能率的，効率的に行われ，改善すべき点はないか。 

 （８）事務の執行は法令等に従って適正に行われているか。 

 （９）補助金交付申請及び交付決定手続は適切か。 
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 （10）補助金に係る収支の会計処理は適正か。 

 （11）補助金は目的に沿って適正に執行されているか。 

 （12）過去の定期監査等における監査結果報告に対して必要な措置はとられたか。 
 
５ 監査の主な実施内容 

  監査対象課等から関係書類等の提出を求めるとともに，関係職員からの説明聴取等

の方法により監査を実施した。職員の服務に関する書類のほか主な関係書類等の内容

は次のとおりである。 
 
 （１）総務課 

    共済組合・退職手当組合関係，宮城県市町村職員研修関係，契約等審査会関係，

市有物件関係，公債台帳，財政調整基金台帳，寄附採納管理台帳，財産台帳，車

両台帳，広報発行関係，大崎ふるさとづくり基金事業関係，大崎圏域市町職員研

修関係，公用車運転日誌，郵便切手受払簿，物品購入・物品管理カード関係，業

務委託・賃貸借契約関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （２）ほなみ園 

    障害児通所給付費請求関係，利用者負担金請求関係，障害児通所支援等指定申

請関係，園行事関係，公用車運転日誌，郵便切手受払簿，業務委託・賃貸借契約

関係，物品管理カード及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （３）会計課 

    基金台帳，指定金融機関公金取扱事務検査関係，基金・預金関係，例月現金出

納検査関係，公金出納簿，賃貸借契約関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （４）施設整備課 

    交付金事業関係，斎場整備関係（契約関係含む），東部基幹的設備改良工事関係

（契約関係含む），最終処分場関係（契約関係含む），協議会関係（かわまちづくり

協議会），郵便切手受払簿及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （５）業務課（斎場５施設） 

    各斎場関係，危険物点検日誌・燃料受払簿関係，粗大ごみ処理券関係，許可業

者関係，警察事案照会関係，資源化事業関係，廃棄物対策審議会関係，汚染廃棄

物処理関係，郵便切手受払簿，物品購入・物品管理カード関係，修繕関係，業務

委託・賃貸借契約関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （６）施設管理課（焼却２施設，不燃１施設，埋立５施設，し尿処理４施設） 

   各種報告関係，測定・検査記録関係，水利組合関係，公害監視員関係，売電関係，

施設管理関係（維持管理・施設運転管理業務・保守点検業務等），関係機関届出関

係，施設見学関係，各種研修資格関係，処理手数料・実績関係，一般廃棄物処理

手数料減免申請書関係，現金出納簿関係，公用車運転日誌，郵便切手受払簿，物

品購入・物品管理カード関係，修繕関係，修繕工事関係，業務委託・賃貸借契約

関係及び諸帳簿の整備状況等について 
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６ 監査の結果 

  諸帳簿の整備状況等についてはおおむね良好であり，財務に関する事務及び一般事

務の執行状況についても，おおむね適正に事務処理されていると認められたが，指

摘・指導事項とするほどの違背ではない軽微な事項については，別途所属長に通知し

補完を求めている。 

 一般事務については改善が図られてきているが，財務に関する事務において，依然

として支出負担行為の起票の遅れが散見された。これまで繰り返し指導しているとこ

ろであるが，いまだに改善がなされていない課等もあり，支出負担行為の重要性や事

務の怠慢によって生じる問題を十分認識していないことがうかがえる。また，契約事

務においても，契約手続に係る事務処理の整合性を欠くものが見受けられた。この背

景には，事務処理の基本的ルールの理解不足に加え，課内での確認不足や進行管理の

不備など，組織的なチェック体制が十分機能していないことに起因するものと考えら

れる。課内のチェック体制を強化し，適正に事務処理されたい。その他，大崎地域広

域行政事務組合監査結果取扱要領に定める結果の判断基準により，指摘事項又は指導

事項として改善を要する事項は，次のとおり監査対象課等ごとに記述しているので，

今後とも法令等を遵守し，より一層，厳正かつ適切な事務の執行に努められたい。 
 
 【指摘事項】 

  指摘事項は，監査実施時点のものであるため，監査結果を各所属長に通知後に改善

措置が図られているものについても記述している。 

 

（１）施設整備課 

時間外命令簿において，時間外勤務135/100の時間数の集計誤り（令和６年11 

月分:正６時間，誤４時間），（令和７年２月分:正３時間，誤４時間）があったの

で，勤務状況報告書の超過勤務時間と併せて訂正し，追給及び戻入処理をされた

い。（R6） 

 

（２）業務課 

   床タイル交換修繕において，設計金額を算定する際，公共建築工事共通費積算  

基準を用いて共通費を算定していたが，算定式に誤りがあった。契約の相手方の

決定に影響はなかったが，積算基準は令和５年に改定されているので，最新の算

定式を用いて設計金額を算定されたい。（R6） 

       

（３）施設管理課②（庶務係，西部環境美化センター，中央クリーンセンター，大日

向クリーンパーク，中央最終処理センター） 

ア じんかい処理手数料(後納分)において，後納業者２者が納期限内に納入され 

ていないのが散見された。令和５年及び令和６年に施設管理課長名で，じんか

い処理手数料の期限内納入に関する通知を発出しているのを確認したが，改善

には至っていない状況にある。今後，後納要綱に基づき許可の取消しも視野に

入れながら，未納が生じることのないよう適切に対応されたい。 

（R6・中央クリーン） 

   イ 修繕関係において，設計金額を算定する際，公共建築工事共通費積算基準を 

用いて共通費を算定していたが，算定式に誤りがあった。契約の相手方の決定
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に影響はなかったが，積算基準は，令和５年に改定されているので，最新の算

定式を用いて設計金額を算定されたい。（R6・大日向 脱水機修繕ほか，R6・最

終処理 第二排泥ポンプ交換外修繕） 

   ウ 業務委託契約において，着手届及び管理技術者等通知書の提出漏れや期限を

過ぎての提出，記載誤りが散見された。契約締結に伴う提出書類とその提出期

限について確認するとともに，以後，適正に事務処理されたい。（R6・環境美化

植栽管理業務，消防用設備点検業務 R6・最終処理 減水埋立ガス等測定業務，

R6・大日向 側溝清掃業務）なお，この件については，過去の定期監査において

繰り返し指摘してきたところである。課内のチェック体制を強化し，再発防止

に努められたい。 

     

（４）施設管理課③（リサイクルセンター，一般廃棄物最終処分場） 

   ア 修繕関係において，設計金額を算定する際，公共建築工事共通費積算基準を

用いて共通費を算定していたが，算定式に誤りがあった。契約の相手方の決定

に影響はなかったが，積算基準は，令和５年に改定されているので，最新の算

定式を用いて設計金額を算定されたい。（R6・リサイクル 保守点検整備修繕，

最終処分場 ポンプ交換及びＢＯＤ酸化槽回転部他修繕） 

   イ 第Ⅱ期土堰堤工事において，着手届及び業務工程表の提出が期限内に行われ

ていなかったので，以後，適正に事務処理されたい。（R6・最終処分場）なお，

この件については，過去の定期監査において繰り返し指摘してきたところであ

る。課内のチェック体制を強化し，再発防止に努められたい。 

   ウ 業務委託契約において，契約締結に伴う書類（消費税に関する届出書，着手

届及び業務工程表，管理技術者等通知書）の提出が期限内に行われていなかっ

た。契約締結に伴う提出書類の提出期限について確認するとともに，以後，適

正に事務処理されたい。（R6・最終処分場 ダイオキシン類測定業務 R7・リサイ

クル 環境測定業務）なお，この件については，過去の定期監査において繰り返

し指摘してきたところである。課内のチェック体制を強化し，再発防止に努め

られたい。 

 

（５）施設管理課④（東部クリーンセンター，東部一ノ谷クリーンパーク 

ホイルローダ車検修理において，契約の締結が必要な案件であったが，契約を 

締結することなく，修理が行われていたので，以後，適正に事務処理されたい。

（R6・東部クリーン） 

 

 【指導事項】 

  指導事項は，監査実施時点のものであるため，監査結果を各所属長に通知後に改善

措置が図られているものについても記述している。 

 

（１）総務課 

   ア 予算執行関係 

庁舎窓ガラス清掃業務において，支出負担行為日に誤りはないが，契約締結

から１か月以上経過後に支出負担行為を起票していたので，以後，適正に事務
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処理されたい。（R6）なお，この件については，過去の定期監査において繰り返

し指導してきたところである。課内のチェック体制を強化し，再発防止に努め

られたい。 

イ 服務関係 

     適正に事務処理されていた。 

ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

 (ｱ) 物品購入関係 

物品購入契約において，消費税に関する届出書が提出されていなかった。 

本届出書は契約締結時に確認する書類であるので，以後，適正に事務処理さ

れたい。（R7・文書綴り込み用ファイル購入） 

(ｲ) 業務委託契約関係 

① 業務委託契約において，契約締結に伴う書類（消費税に関する届出書， 

着手届及び業務工程表及び管理技術者等通知書）の提出が期限内に行われ

ていなかった。契約締結に伴う提出書類の提出期限について確認するとと

もに，以後，適正に事務処理されたい。（R6・特定建築物定期調査業務，

R6・空調設備保守点検業務） 

② 非常用発電保守点検業務及び地下タンク点検業務において，着手届及び     

管理技術者等通知書の提出漏れがあった。契約締結に伴う提出書類につい

て確認するとともに，以後，適正に事務処理されたい。（R6） 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

   カ 財政援助団体等に対する監査 

    (ｱ) 監査の対象 

①大崎地域俳句大会実行委員会 助成金交付 

②いぬねこ十一番地実行委員会 助成金交付 

      （大崎ふるさとづくり基金みちのくの宝島大崎助成金） 

    (ｲ) 監査の対象とした事項 

大崎ふるさとづくり基金果実事業「みちのくの宝島大崎」 

    (ｳ) 監査の結果 

      適正に事務処理されていた。 
 
（２）ほなみ園 

   ア 予算執行関係 

おおむね適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係  

おおむね適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   オ 備品・財産管理関係 
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     適正に事務処理されていた。 

（３）会計課 

   ア 予算執行関係 

     適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係  

     適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     適正に事務処理されていた。 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
 
 （４）施設整備課 

   ア 予算執行関係 

     適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     指摘事項を除き，おおむね適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

 

（５）業務課 

   ア 予算執行関係 

適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     指摘事項を除き，おおむね適正に事務処理されていた。 

オ 備品・財産管理関係 

  適正に事務処理されていた。 
 
 （６）施設管理課①（生活環境，し尿処理４施設） 

   ア 予算執行関係 

     適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 
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     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

業務委託契約において，着手届及び管理技術者等通知書の提出漏れや，提出   

された着手届の着手日及び履行期間の始期に記載誤りがあったので，適正に事

務処理されたい。（R7・桜ノ目 水処理用活性炭再生業務，R6・六の国 灰運搬業

務，槽内清掃業務） 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
 
 （７）施設管理課②（庶務係，西部玉造クリーンセンター，西部環境美化センター，中

央クリーンセンター，大日向クリーンパーク，中央最終処理セ

ンター） 

   ア 予算執行関係 

脱水機修繕において，支出負担行為日に誤りはないが，契約締結から１か月

以上経過後に支出負担行為を起票していたので，以後，適正に事務処理された

い。（R6・大日向）なお，この件については，過去の定期監査において繰り返し

指導してきたところである。課内のチェック体制を強化し，再発防止に努めら

れたい。 

   イ 服務関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

大日向クリーンパーク計装機器点検業務において，受注者から業務の一部再 

委託承認願が提出されていたが，その後，事務処理が行われず，簿冊に編綴さ

れていた。以後，適正に事務処理されたい。（R6・大日向） 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
 
 （８）施設管理課③（リサイクルセンター，一般廃棄物最終処分場） 

   ア 予算執行関係 

残余容量算定業務において，支出負担行為日に誤りはないが，契約締結から

１か月以上経過後に支出負担行為を起票していたので，以後，適正に事務処理

されたい。（R6・最終処分場）なお，この件については，過去の定期監査におい

て繰り返し指導してきたところである。課内のチェック体制を強化し，再発防

止に努められたい。 

   イ 服務関係  

     適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     指摘事項を除き，おおむね適正に事務処理されていた。 
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オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

 

（９）施設管理課④（東部クリーンセンター，東部一ノ谷クリーンパーク） 

   ア 予算執行関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

業務委託契約関係 

施設運転管理業務において，着手届及び管理技術者等通知書の提出が期限内

に行われていなかった。契約締結に伴う提出書類の提出期限について確認する

とともに，以後，適正に事務処理されたい。（R6,R7・一ノ谷） 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
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定期監査報告書 
（ 消 防 本 部 ） 

 

１ 監査の実施期間等 

監査日程 監査対象課等 摘 要 

令和７年 
４月１６日（水） １日 加美消防署 書類監査 

４月２２日（火） １日 古川消防署 書類監査 

４月２５日（金） １日 遠田消防署 書類監査 

５月 １日（木） １日 警防課 書類監査 

５月 ７日（水） 午前 予防課 書類監査 

５月 ７日（水） 午後 防災課 書類監査 

５月２１日（水） １日 鳴子消防署 書類監査 

５月２３日（金） １日 総務課 書類監査 

 
２ 監査の基準 

  この監査は，大崎地域広域行政事務組合監査基準（令和２年大崎地域広域行政事務

組合監査委員訓令甲第１号）に基づき実施した。 
 
３ 監査の種類 

  地方自治法第199条第１項に基づく財務監査を同条第４項に基づく定期監査として実

施した。なお，同条第２項に基づく行政監査及び同条第７項に基づく財政援助団体等

に関する監査も併せて実施した。 
 
４ 監査の着眼点 

  財務に関する事務及び一般事務（事務処理の手続，行政運営等）の執行が，関係法

令等にのっとり，適正かつ効率的に行われているかを主眼とし，下記項目について検

証した。 

 （１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

 （２）収入の確保は適正に行われているか。 

 （３）違法，不当又は不経済な支出はないか。 

 （４）収入，支出に係る事務は適正に行われているか。 

 （５）契約事務は適正に行われているか。 

 （６）財産，物品（危険物及び薬品）の取得，管理及び処分は適正に行われているか。 

 （７）会計処理は能率的，効率的に行われ，改善すべき点はないか。 

 （８）事務の執行は法令等に従って適正に行われているか。 
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 （９）補助金交付申請及び交付決定手続は適切か。 

 （10）補助金に係る収支の会計処理は適正か。 

 （11）補助金は目的に沿って適正に執行されているか。 

 （12）過去の定期監査等における監査結果報告に対して必要な措置はとられたか。 
 
５ 監査の主な実施内容 

  監査対象課等から関係書類等の提出を求めるとともに，関係職員からの説明聴取等

の方法により監査を実施した。職員の服務に関する書類のほか主な関係書類等の内容

は次のとおりである。 
 
 （１）総務課   

    事故報告簿，Ｂ型肝炎等予防接種関係，車両使用簿，高速道路救急支弁金関係，

消防職員委員会関係，郵便切手受払簿，物品購入・物品管理カード関係，被服購

入関係，工事関係，業務委託・賃貸借契約関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （２）予防課 

    予防運動関係，車両使用簿，標語／ポスター，婦人防火クラブ関係，民間防火

組織助成金交付関係，防火管理者修了証再交付関係，郵便切手受払簿，物品購

入・物品管理カード関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （３）警防課 

    防災ヘリコプター関係，大崎医療支援事業関係，患者等搬送事業関係，通信施

設故障・破損関係，車両使用簿，機器整備申請書等関係，車両購入関係，物品購

入・物品管理カード関係,業務委託契約関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （４）防災課 

    緊急消防援助隊関係，国民保護関係，原子力防災関係，ポンプ操法関係，防災

対策関係，消防協会関係，車両使用簿，物品購入・物品管理カード関係及び諸帳

簿の整備状況等について 
 
 （５）古川消防署（古川消防署・志田分署・田尻分署・三本木出張所） 

    危険物許認可証等交付簿関係，消防同意関係，消防用設備等検査済証交付台帳

関係，火薬庫台帳関係，り災証明・救急証明関係，車両使用簿，機器整備申請書

等関係，救急講習関係，現金出納簿・送達簿，郵便切手受払簿，物品購入・物品

管理カード関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （６）鳴子消防署（鳴子消防署・岩出山分署） 

    危険物許認可証等交付簿関係，消防同意関係，消防用設備等検査済証交付台帳

関係，火薬庫台帳関係，り災証明・救急証明関係，車両使用簿，機器整備申請書

等関係，救急講習関係，現金出納簿・送達簿，郵便切手受払簿，物品購入・物品

管理カード関係，修繕関係及び諸帳簿の整備状況等について 
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 （７）加美消防署（加美消防署・西部分署） 

    危険物許認可証等交付簿関係，消防同意関係，消防用設備等検査済証交付台帳

関係，り災証明・救急証明関係，車両使用簿，機器整備申請書等関係，救急講習

関係，現金出納簿・送達簿，郵便切手受払簿，物品購入・物品管理カード関係，

修繕関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
 （８）遠田消防署 

    危険物許認可証等交付簿関係，消防同意関係，消防用設備等検査済証交付台帳

関係，り災証明・救急証明関係，車両使用簿，機器整備申請書等関係，救急講習

関係，現金出納簿・送達簿，郵便切手受払簿，物品購入・物品管理カード関係，

修繕関係及び諸帳簿の整備状況等について 
 
６ 監査の結果 

  諸帳簿の整備状況等についてはおおむね良好であり，財務に関する事務及び一般事

務の執行状況についても，おおむね適正に事務処理されていると認められたが，指

摘・指導事項とするほどの違背ではない軽微な事項については，別途所属長に通知し

補完を求めている。 

財務に関する事務及び一般事務については改善が図られてきているが，契約事務に

おいて，契約手続に係る事務処理の整合性を欠くものが見受けられた。この背景には，

事務処理の基本的ルールの理解不足に加え，課内での確認不足や進行管理の不備など，

組織的なチェック体制が十分機能していないことに起因するものと考えられる。課内

のチェック体制を強化し，適正に事務処理されたい。その他，大崎地域広域行政事務

組合監査結果取扱要領に定める結果の判断基準により，指摘事項又は指導事項として

改善を要する事項は，次のとおり監査対象課等ごとに記述しているので，今後とも法

令等を遵守し，より一層，厳正かつ適切な事務の執行に努められたい。   

 

【指摘事項】 

  指摘事項は，監査実施時点のものであるため，監査結果を所属長に通知後に改善措

置が図られているものについても記述している。 
 
（１）警防課 

   ア 時間外命令簿において，３月分時間外勤務150/100の時間数の集計誤り（正：

12時間，誤：13時間）があったので，勤務状況報告書の超過勤務時間と併せて

訂正し，戻入処理をされたい。（R6） 

   イ 救急医薬材料品の購入において，２者に対して見積書の提出を依頼している

が，２者とも提出期限を過ぎて提出しており，その上で見積調書を作成し，契

約の相手方を決定していた。契約事務の透明性・公平性の観点から，以後，適

正に事務処理されたい。（R6） 

（２）古川消防署 

志田分署玄関自動ドア修繕において，請書が業務委託の様式で作成されており，

さらには請負代金額の記載がなかった。本来であれば請負代金額 242,000 円と記載

すべきところを，契約保証金 242,000 円と記載し，その後，請書を差し替えること

なく支払いが完了していた。書類を収受する際の内容確認について慎重に対応し，

再発防止に努められたい。（R6・志田分署） 
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（３）鳴子消防署 

   時間外命令簿において，３月分の勤務命令時間の二重計上により，時間外勤務

25/100の時間数の集計誤り（正：８時間，誤：16時間）があったので，勤務状況

報告書の超過勤務時間と併せて訂正し，戻入処理をされたい。（R6） 

 

【指導事項】 

  指導事項は，監査実施時点のものであるため，監査結果を各所属長に通知後に改善

措置が図られているものについても記述している。 
 
 （１）総務課 

   ア 予算執行関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     消防部局全体で，見積依頼書に記号及び番号の記載がなった。文書取扱規程

第８条第１項の規定により，収受又は発送する文書には，記号及び番号を付さ

なければならないとされている。契約事務の手引きにより予定価格が10万円未

満の場合は，事務の効率化の観点から記号及び番号を省略した取扱いとしてい

るが，10万円を超える場合は，規定に基づき，記号及び番号を付した正式な見

積依頼書により事務処理されたい。 

エ 契約関係 

   (ｱ) 修繕・工事関係 

古川消防署連結送水管修繕において，消費税に関する届出書及び現場代 

理人等通知書が提出期限を過ぎて提出され，また，監督職員通知書に記載誤

り（誤：業務委託契約第10条，正：工事請負契約書第10条）があった。着手

届及び工事工程表については，管理業務と工事請負の様式が混在したもので

作成・提出されていたので，以後，適正に事務処理されたい。（R6・古川消防

署） 

    (ｲ) 業務委託関係 

① 業務委託契約及び工事請負契約において，着手届及び業務（工事）工程 

表が提出されていない，又は期限を過ぎて提出されている案件が散見され

た。契約締結に伴う提出書類とその提出期限について確認するとともに，

以後，適正に事務処理されたい。（R6・鳴子消防署庁舎改修工事（電気設

備・機械設備工事）及び監理業務，鳴子消防署指令システム移設業務及び

ＬＡＮ構築業務） 

② 加美消防署浄化槽維持管理業務の起案において，年度当初開始前の契  

約事務にもかかわらず，引用すべき根拠条例（長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例）の記載漏れがあったので，適切に事務処理

されたい。また，消費税に関する届出書が契約締結後に提出されていたが，

消費税に関する届出書は，消費税の課税・免税事業者を確認する書類であ

り，契約締結時に提出となるので，適正に事務処理されたい。（R7・加美消

防署） 



  

15 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

カ その他 

     緊急消防援助隊として業務に従事した際の手当支給について，消防庁の通知 

によれば，国家公務員，警察，消防など，現場に派遣される職種によって手当 

支給額に差があるが，緊急消防援助隊が消防長官の指示での出動の場合は国負 

担，県知事の求めに応じて出動した場合は全国市町村振興協会からの交付金な 

どを活用することにより，支給額が国家公務員等と同水準まで引き上げること 

が可能になるとのことであった。組合においては，緊急消防援助隊として業務 

に従事した際は，特殊勤務手当支給規則第３条の規定により，従事内容に応じ 

た出動手当が支給されているが，近年の自然災害の頻発化や激甚化により，緊 

急消防援助隊としての出動件数は今後増加するものと思われるので，過酷な環 

境の中で業務に従事する職員の処遇改善と支給水準の適正性の観点から，交付 

金制度を活用した緊急消防援助隊に係る手当の創設を検討されたい。 

 

 （２）予防課 

   ア 予算執行関係 

おおむね適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     適正に事務処理されていた。 

   オ 備品・財産管理関係 

適正に事務処理されていた。 

   カ 財政援助団体等に対する監査 

    (ｱ) 監査の対象 

大崎地域婦人防火クラブ連合会 助成金交付 

      （民間防火組織育成助成金） 

    (ｲ) 監査の対象とした事項 

大崎地域民間防火組織育成助成事業 

    (ｳ) 監査の結果 

適正に事務処理されていた。 
 
 （３）警防課 

   ア 予算執行関係 

     基地局空調設備修繕において，支出負担行為日に誤りはないが，契約締結か

ら１か月以上経過後に支出負担行為を起票していたので，以後，適正に事務処

理されたい。（R6）なお，この件については，過去の定期監査において繰り返し

指導をしてきたところである。課内のチェック体制を強化し，再発防止に努め

られたい。 
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イ 服務関係 

     指摘事項を除き，適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

    (ｱ) 物品購入関係 

物品購入契約において，消費税に関する届出書が契約締結後に提出されて 

いた。本届出書は契約締結時に確認する書類であるので，以後，適正に事務 

処理されたい。（R6） 

(ｲ) 業務委託契約関係 

業務委託契約において，消費税に関する届出書，着手届及び業務工程表が 

提出されていない，又は期限を過ぎて提出されている案件が散見された。ま

た，検査合格通知書に引用条項の記載誤りも見受けられたので，以後，適 

正に事務処理されたい。（R6,R7 多言語通訳業務，高圧ガスボンベ管理業務，

感染性廃棄物収集運搬処分業務） 

   オ 備品・財産管理関係 

適正に事務処理されていた。 
 
 （４）防災課 

   ア 予算執行関係 

     適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     適正に事務処理されていた。 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
 
 （５）古川消防署 

   ア 予算執行関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

    (ｱ) 修繕・工事関係 

① 拠点機能形成車架装部定期点検において，着手届及び業務工程表の提出 

漏れや，給付完了通知書及び検査調書に記載誤り（正：12月31日，誤：11

月18日）があった。また，整備報告書の作業日が契約締結日前の日付とな

っており，整合性がない。以後，適正に事務処理されたい。（R6・古川） 
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② 志田分署玄関自動ドア修繕において，完成検査復命書に記載誤り（正： 

10月31日，誤：11月１日）があったので，以後，適正に事務処理されたい。 

（R6・志田分署） 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
  
（６）鳴子消防署 

   ア 予算執行関係 

     適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     指摘事項を除き，適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

     適正に事務処理されていた。 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
 
 （７）加美消防署 

   ア 予算執行関係 

おおむね適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

    (ｱ) 修繕・工事関係 

     ① 西部タンク車車体錆修繕について，頭書は業務委託契約書の様式を使用

し，約款は工事請負契約書の様式を使用していた。車両等の修繕について

は，令和５年８月14日付け総務課長通知により管理業務の様式を使用する

こととされているので，以後，適正に事務処理されたい。（R6・西部分署） 

② 加美消防署エアコン室外機圧縮機交換修繕について，完成検査合格通知 

書に引用条項の記載誤り（正:第34条第２項，誤:第10条第２項）があった

ので，以後，適正に事務処理されたい。（R6・加美） 

③ 加美救急車エンジン取替修繕について，工事等検査規程で定める完成検 

査復命書を用いて報告しているが，車両修繕の場合は管理業務の契約書を

使用していることから，契約規則第51条で定める検査調書を用いて報告さ

れたい。（R6・加美） 

④ 加美消防署エアコン室外機圧縮機交換修繕，加美救急車エンジン取替修 

繕について，契約締結に伴う書類（着手届，工事工程表，現場代理人等通

知書）の提出漏れがあったので，以後，適正に事務処理されたい。（R6・加

美） 
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オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
 
 （８）遠田消防署 

   ア 予算執行関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   イ 服務関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   ウ 文書管理関係 

     おおむね適正に事務処理されていた。 

   エ 契約関係 

    (ｱ) 修繕・工事関係 

① 遠田消防署エアコン室外機等交換修繕について，着手届及び工程表の提 

出漏れがあったので，以後，適正に事務処理されたい。（R6） 

② 遠田ポンプ車錆修繕について，見積徴収伺いの起案書の施行月日と見積 

依頼の月日に整合性がなく，また，提出された見積書に日付の記載漏れや，

請書の徴収報告の起案書に施行日の記載漏れがあった。以後，適正に事務

処理されたい。（R6） 

   オ 備品・財産管理関係 

     適正に事務処理されていた。 
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定期監査報告書 
 

１ 監査の実施期間等 

監査日程 監査対象課等 摘 要 

令和７年 ６月２７日（金） １日 
教育委員会 

大崎生涯学習センター 
書類監査 

 
２ 監査の基準 

  この監査は，大崎地域広域行政事務組合監査基準（令和２年大崎地域広域行政事務

組合監査委員訓令甲第１号）に基づき実施した。 
 
３ 監査の種類 

  地方自治法第199条第１項に基づく財務監査を同条第４項に基づく定期監査として実

施した。なお，同条第２項に基づく行政監査も併せて実施した。 
 
４ 監査の着眼点 

  財務に関する事務及び一般事務（事務処理の手続，行政運営等）の執行が，関係法

令等にのっとり，適正かつ効率的に行われているかを主眼とし，下記項目について検

証した。 

 （１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

 （２）収入の確保は適正に行われているか。 

 （３）違法，不当又は不経済な支出はないか。 

 （４）収入，支出に係る事務は適正に行われているか。 

 （５）契約事務は適正に行われているか。 

 （６）財産，物品の取得，管理及び処分は適正に行われているか。 

 （７）会計処理は能率的，効率的に行われ，改善すべき点はないか。 

 （８）事務の執行は法令等に従って適正に行われているか。 

 （９）過去の定期監査等における監査結果報告に対して必要な措置はとられたか。 
 
５ 監査の主な実施内容 

  関係書類等の提出を求めるとともに，関係職員からの説明聴取等の方法により監査

を実施した。職員の服務に関する書類のほか主な関係書類等の内容は次のとおりであ

る。 
 
  教育委員会関係，運営協力員会議関係，生涯学習センター使用料及びプラネタリウ

ム入場者売上関係に係る収納事務，プラネタリウムに係る事業及び番組制作委託関係，

生涯学習推進事業，視聴覚事業及び教材貸出関係，専門部会関係，公用車運転日誌，

郵便切手受払簿，物品購入・物品管理カード関係，修繕関係，業務委託・賃貸借契約

関係及び諸帳簿の整備状況等について 
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６ 監査の結果 

  諸帳簿の整備状況等についてはおおむね良好であり，財務に関する事務及び一般事

務の執行状況についても，おおむね適正に事務処理されていると認められたが，指

摘・指導事項とするほどの違背ではない軽微な事項については，別途所属長に通知し

補完を求めている。 

 財務に関する事務及び一般事務については改善が図られてきているが，契約事務に

おいて，契約手続に係る事務処理の整合性を欠くものが見受けられた。この背景には，

事務処理の基本的ルールの理解不足に加え，課内での確認不足や進行管理の不備など，

組織的なチェック体制が十分機能していないことに起因するものと考えられる。課内

のチェック体制を強化し，適正に事務処理されたい。その他，大崎地域広域行政事務

組合監査結果取扱要領に定める結果の判断基準により，指導事項として改善を要する

事項は，次のとおり記述しているので，今後とも法令等を遵守し，より一層，厳正か

つ適切な事務の執行に努められたい。 

 

【指導事項】 

  指導事項は，監査実施時点のものであるため，監査結果を通知後に改善措置が図ら

れているものについても記述している。 
 
 （１）予算執行関係 

おおむね適正に事務処理されていた。 

 （２）服務関係 

    適正に事務処理されていた。 

 （３）文書管理関係 

    適正に事務処理されていた。 

 （４）契約関係 

(ｱ) 修繕・工事関係 

      高圧受変電設備更新工事において，着手届及び工事工程表，現場代理人等通 

知書の提出が期限内に行われていなかった。契約締結に伴う提出書類の提出期

限について確認するとともに，以後，適正に事務処理されたい。（R6） 

   (ｲ) 業務委託契約関係 

     ① 舞台照明保守点検，舞台機構設備保守点検において，契約締結時の書類提

出が期限内に行われていなかった。契約締結に伴う提出書類の提出期限につ

いて確認するとともに，適正に事務処理されたい。（R7） 

② 人形劇上演業務の契約締結伺いにおいて，契約保証金を免除とする引用条 

項が記載されていなかったので，以後，適正に事務処理されたい。（R6） 

③ 視聴覚教材購入契約について，消費税に関する届出書が提出されていなか 

った。本届出書は契約締結時に確認する書類であるので，以後，適正に事務 

処理されたい。（R6） 

 （５）備品・財産管理関係 

    適正に事務処理されていた。 

   


